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天皇制国家とキ リス ト教

一
「三 教会同」問題を中心 に

一

西田　毅 （同志社大学名誉教授）

明治初期の 宗教政策 とキ リス ト教

　本稿 は近代 日本に お ける キ リ ス ト教の受容 と展

開を トータ ル に 概観す る試図として 、明治末期の

三 教会同を取 り上 げ、そ こ に内在する近代 国家 と

宗教の 問題点 を考察す る 。

　維新政府の 宗教政 策は神道国教化 と廃仏毀釈に

は じまり、1869年 （明治 2 ） 9 月、神祇官内に 宣

教使を設置 、 天皇崇拝 中心の 神道教義の 布教 をめ

ざす大教宣布運動が 開始 された 。 祭祀の 主宰者に

して 「現 人神 」たる天皇の 下に広範な国民の 服属、
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 かん ち

ヘエ
恭順を調達 し、神道 中心の 祭政一致、惟神の 道の

支配体制の 創 出を図 っ た が 、意図した 「復古」政

策の 成果 は挙 が らず 1872年 （明治 5 ） 3 月、神祇

省 を廃 して教 部省が新設 され、宣教使が廃止 され

た 。

　教部省は新た な国民教化策と して 教導職 を設置

し、 神仏協力体制 を整備 しようと「三条教則」（1872）

を発布 した 。 す なわ ち、国民教化 の 大綱 と して

「敬神愛国」、 「天 理 人道」の 明徴、「皇上の 奉戴、

朝 旨の 遵守」 を掲 げ 、 それ を神官 、 僧侶 ら教導職

に 向け て 訓示 され た の で ある 。 こ の よ うな神仏合

同布教策 に対 し、島地黙雷 （1838 − 1911）は神道

優位の 政 策で あ る と非難 、 「三条教則批判建白書」

（1873）を提出 し信教 の 自由 、 政教分離 を主張 した 。

　教部省が 企図 した 合同布教 は 1875年 （明治 8 ）

4 月に挫折 し 、 その 後 1877年 に教部省が廃 省に な

り 、 神仏教導職 も1884年 （明治 17）に 無 くなる な

ど神道国教化政策 に転機が訪れた 。

　他方 、 妖教 、 邪教 として長 ら く異端扱 い され て

きた キリ ス ト教に対す る明治政府の 対応は どうか。

1873年 （明治 6 ） 2 月に キ リ シ タ ン 禁制 の 高札 を

撤去 し 、 キ リ ス ト教 を黙認す る姿勢 を示す 。 しか

し、幕 末に 欧米諸国と和親条約や通商条約 を締結

したあ と、 欧米か ら新教 ・旧教 を問わず各派の キ

リ ス ト教団の 宣教師が続 々 とや っ て きて 、聖書の

翻訳や教会堂の 設置、英語教育、伝道事業な どを

は じめ て い た 。

　 た とえば 、 ア メ リ カ監督教会派の 宣教師リギン

ス 、ウ イリア ム ス 、 オラ ン ダ改革教会派の フ ル ベ

ッ キ が 長崎に 、そ して ア メ リ カ 長老教会派の ヘ ボ

ン夫妻が神奈川にや っ て きたの は い ずれ も1859年

（安 政 6 ）で あ っ た 。 そ して イギ リ ス監 督教会宣

教師 エ ン ソ ル 、ア メ リカ ン ・ボー ド伝道会社の 宣

教師グ リ
ー

ン らがや っ て きた の は 1869年（明治 2 ）

で あ っ た 。 また、ア メ リ カ ン ・ボ
ー

ドの 宣教師ギ

ュ
ー

リ ッ ク
ー族 （後述）、デ イ ビ ス 夫妻 の 来 日は

1871年 （明治 4 ＞、メ ソ ジス ト各派 の 宣教師の 来

日は 1873年 （明治 5 ）の こ とで あ っ た 。

　日本人最初の 日本基督公会が押川方義ら に よ っ

て 横浜に設立 されたの が、1873年 （明治 5 ）で あ

っ た 。 そ して 、聖書 を学び熱心な祈祷会に参加 し

た小川義綏、安藤劉太郎、井深梶 之助、本多庸一

らに よ っ て横浜 バ ン ドが 形成され た 。 翌年には井

深梶之助 、植村正 久が ブ ラ ウ ン よ り受洗 して い る 。

また1872年 （明治 4 ）、熊本藩 に熊 本洋学校が設

立 され 、 欧米文明の 基礎はキリ ス ト教の 信念にあ

る として 、 聖書理解の 必要 を述べ たキャ プテ ン ・

ジ ェ
ーン ズ の 指導の 下 に信仰を起す者が続 々 と現

れ、つ い に 1876年 （明治 9 ） 1 月、熊本郊外の 花

岡山で 「奉教趣意書1 が起草 され三十五名の 署名

を得て誓約が立て られ た。い わ ゆ る熊本バ ン ドの

形成で ある 。 署名者の 中に は宮川経輝 、 金森通倫 、

海老名弾正 、 浮田和民 、 横井時雄 、 森田久万人 、

徳富猪
一郎 らが い た。彼 らはそ の 後、同志社に 入

学 して新島襄の 薫陶 を受け る こ とに な る。
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しか し、明治初期の 社会に プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズム

が順調に根 を下ろ しつ つ あ っ た状況は長 くは続か

なか っ た。政府の 神道国教化政 策の 頓挫と自由民

権運 動の進展に助 け られ て 、明治十年代は キ リ ス

ト教 に とっ て比 較的順風 な時代で あ っ た 。 とは い

え 『六 合雑誌』が 嘆息 す る以 下 の 文章は 、 「政権

の 迫害の 中に生 れ、社会的な抑圧 と白眼 視の 中に

育 っ た」 日本の キ リ ス ト教 （隅谷三喜男）の 運 命

をよ く説 明 して い る 。

　 「我国人 ノ基 督教 ヲ 誤解 シ テ 種 々 之 ガ説 ヲ ナ ス

ハ 実 二 甚矣 、 （中略 ）我輩此数年 間世論 ノ 趣 ク 所

二 注目 シ テ 我基督教 ヲ駁ス ル 者 ノ 説 ヲ聞ク ニ 日 ク、

基督教 ハ 我国権二 害 ア リ ト、 日 ク基督教 ハ 愛 国心

ヲ滅 ス ル モ ノ ナ リ ト、 日ク 基督教 ハ 文明 ノ進歩 ヲ

妨 ル 者也 ト、 日ク基督教 ハ 君 ヲ無 シ父 ヲ 無ス ル 者

ナ リ ト、唹 々 是 レ何 ノ 言 ゾヤ」
］t

。

　明治十年代の 天皇制 と キリ ス ト教の 前哨戦の 時

期 を経て、明治二 十年代 に入 りキ リ ス ト教は どの

よ うな環境 を迎える の で あろ うか 。

教育勅語とキ リス ト教

　一 「教育と宗教の衝突」
一

　人倫五 常の 権威を高め忠孝道徳の 確立 を期 して

定め ら れ た教育勅語 に よ っ て 、キ リ ス ト教 と国体

をめ ぐる軋轢 は、明治二 十年代以降の 天皇制国家

における思想 史上の 一大 テ
ー

マ とな っ た 。 そ もそ

も明治国家にお い て 、キ リ ス ト教 と マ ル ク ス 主義

は天皇制 イデ オ ロ ギー
に対する 二 大対決原理で あ

っ た Q

　 キリ ス ト教が時の 支配 層に よ っ て 、 天皇の 統 治

と臣民の 忠孝 を国体の 精華と定め た教育勅語の 理

念に合わ ない 危険な思想扱 い され た の は 、 内村鑑

三 の 「不敬事件」や 「教 育と宗教の 衝突」論争、

さらに加藤弘之 によ るキ リス ト教害毒 論の 展開 な

どをみれ ば、それ は あ きらか で あろ う。 他方、非

戦論や明治社 会主義の 弾圧 、 そ して 大逆事件の 裁

判の 目的が特 定の 思想それ 自体 を裁 くもの で あ っ

たこ とを考える と、明治国家の 支配層が い か に社

会主義、マ ル ク ス 主義 を恐れ 「主義者」の 根絶 に

躍起に な っ て い たか 、

一目瞭然で ある 。
マ ル ク ス

主 義に くらべ て キ リ ス ト教指導者た ち の 支配 層に

対 する抵抗はそ の 後次第に軟化 し、 弾圧に屈服 し

て ゆ く様子が鮮明にみ られ るが 、それ は何に由来

す る の であろ うか 。 もちろ ん、個人で ラ ジカ ル に

「草の 根」の 抵抗を続け た少数の キ リ ス ト教徒の

存 在は よ く知られ て い るが、本稿で採 り上 げる の

は 、む しろ 日本プ ロ テ ス タ ン ト教界の 正統派指導

層にみ られる言動で ある。

　帝国憲法の 制定 （1889） と教育勅語 （1890）の

発布に よっ て 日本の キ リ ス ト教は その 活動に大 き

な制約を受けるこ と に な っ た 。 すなわ ち 、 帝国憲

法は 28条で 信教の 自由を認め た （「日本臣民 ハ 安

寧秩序 ヲ妨ケ ス 及臣民 タ ル ノ義務二 背カサ ル 限 リ

ニ 於テ 信教ノ 自由ヲ有ス 」）が 、信教 の 自由の 前

提 と して 「安寧秩序」 と 「臣民た る の 義務」を強

調 した 。 そして 国民道徳の 本旨を定めた 教育勅語

は 天皇の 尊厳性 を高め 、 人倫五 常の 権威を確立す

るため 、家父長的な儒教倫理の 再編成 を図 っ た 。

国民一般 に浸透せ しむべ き徳 目の 中核 は忠孝一致

の 道徳で あっ た 。 さ ら に 政府 は 「天 皇の 影像」 を

全国の 諸学校に 下賜 し 、 文部省は 「御真影」と教

育勅語謄本を校内の
一

定の 場所 に安置す るよ う訓

令 を 出 した （1891年ll月）。 そ れ 以 降、全国の学

校で 奉安庫や奉安殿の 設置が は じまり、なか に は

神棚を設けて こ れを祭 り、酒や 榊を供 えるなど天

皇の 絶対化 、 神聖化が 進んだ。

　儒教的な封建倫理 を批判す る キ リ ス ト教は 、 明

治国家の 支配層に とっ て 、 わ が 国の 国体にな じま

ない 危険な宗教で あ り、異端、危険な思 想であ っ

た。こ の ような状況下 で、当然起 こ る べ くして 起

こ っ た 国家 とキ リ ス ト教の 衝突の 象徴 的な事件が

内村鑑三 の 「不敬事件」であ っ た 。 内村 自身は明

治入 ら しい 皇室崇拝者で あ り、勅語 に対する 敬意

の 念 ももっ て い たとい う。 しか し、礼拝 は天皇を

神とする こ とで あ り、偶像崇拝はで きな い と考え

て 第
一高等中学校嘱託講師であ っ た内村 は倫理学

講堂で お こ なわ れた勅語奉戴式で 最敬礼を拒否 し

た の で ある 。 そ こ で 、国家主義者が好機至れ りと

ばか りにキ リ ス ト教が わが国体 と相容れない と攻

撃の 火蓋を切っ た 。 論難の 急先鋒は当時東大の 哲

学教授であ っ た井上哲次郎（1856−1944）であ っ た ．
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　 井上は 「耶蘇教 は唯
一

神教 に て 其徒は 自宗奉ず

る 所の
一

個の 神の 外は 、 天照大神も弥陀如来 も如

何 なる神 も如何 な る仏 も決 して 崇敬せ ざる な り

（中略）多神教たる仏教は古来温和なる歴史を成 し、

唯一神教たる耶蘇教 は至 る処激烈なる変動をなせ

り」（『教育と宗教 の 衝 突』 1893） と不敬事件の 原

因 をまさに内村の 信仰す る キリ ス ト教の 一
神教 た

る特性 に見出 し、それが憲法28条に定める 「安寧

秩序」の 維持、「臣民 たる の 義務」の 二 つ の 「制限」

事項 に反する こ とを挙 げて 論駁 して い る 。 こ の よ

うにキ リ ス ト教徒 を 「不忠不幸」の 民視 し、皇室

に対 して 不敬を敢 えてす る乱 臣賊子 とい っ た見方

は、やがて、明治二 十年代後半の 日清戦争勃発時

の 国家主義的風潮の 高ま りの なか で 、 キ リ ス ト教

の 布教活動をます ます 困難 に して い っ た 。 教育事

業 も支障をきた し 、 ミ ッ シ ョ ン ・ス クール は生徒

数 の 減少や廃校 に追 い 込 まれ て い っ た。さ らに、

1899年 （明治32） 8 月、文部省は訓令第十二 号を

発 して 、 教育 と宗教 の 分離 とい う近代国家の 名目

の もとに、官公立学校 や法令で 公認され た私立学

校 に お い て 正規 と課外 を問わず宗教上 の 儀式や教

育をお こ なうこ とを禁 じた 。 こ れ は キ リ ス ト教を

徳育の基礎とす るキ リ ス ト主義諸学校に と っ て き

わめて厳しい 教育上 の 抑圧 で あ っ た 。
こ の 訓令の

背景に は、私立学校教 員は原則 として 国語 に通達

して い る こ とを定め て 、外国人経営の 学校 に対す

る監督の 強化を狙 っ た私立学校令 （1899年） とと

もに条約改正の 実施 （1899年 7 月）によ っ て実現

した外国人の 内地雑居 の 問題が絡ん で い た 。 す な

わ ち 、 政府は内地雑居 の 実現 に よ っ て 、宣教師た

ちが 日本の 各地で キ リ ス ト教の 伝道や教育をよ り

活 発に行 い 、 その こ とが、教育勅語 に基づ く天皇

制 イデ オ ロ ギーの 教育 の 進展 を阻害する の で は な

い か と憂慮 した の で ある 。

　先の 訓令に 対す る キ リ ス ト教諸学校の 対応であ

るが 、 こ の 訓令 に違 反すれば徴兵猶予の特典が奪

われ、上級学校や 官吏任用 の 受験資格を失うなど

の 不利益が明らかなの で、各学校は困惑させ られ

それぞれ対応 に苦慮 した 。 多 くの 学校は中学校を

廃 し、 普通学校 、 普通学部、ある い は中等科とい

っ た名称に変更 して キ リ ス ト教主義の 教育を継続

30

した 。 立 教中学 は寄宿舎で キ リ ス ト教教育 を実施 、

同志社は 訓令に 従 っ て 普通学校を設立 した 。キ リ

ス ト教主義私学は政府 に よる 臣民教育の 強制 と立

学 の 精神の 狭 間に あ っ て 、 こ の よ うな苦悩 を経験

し、茨の 道 を歩 むこ とを余儀な くされ たの で ある 。

日清 ・日露戦争 とキ リス ト教徒の 動 向
一

「義戦」論と 「非戦」論の 分岐一

　次に 日清 ・日露両戦争に対するキ リ ス ト教徒の

対応をみ て み よ う。 日清戦争の 勃発に際 して は多

くの キリ ス ト者はこ の 戦争は 日本に とっ て正 当な

戦 争で ある と い う主張をお こ な っ た 。 木下 尚江

（1869−1937） は明治二 十七 、 八 年の 頃 、 教会が 連

合 して 全国に伝 道者 を派遣 して 戦争の 正義 を宣伝

した キ リ ス ト教徒 の 愛国心 を 「言語 道 断の 醜態」

と憤慨 して い る。不敬事件で きびし く指弾された

内村鑑三 も、日清戦争に つ い て は主戦論者で あ っ

た 。

　彼は 日清両 国の 衝突は 「新に して 小なる 日本」

と 「旧に して 大 なる支那」の 衝突で あり、文 明と

野 蛮、 「進歩主 義」対 「退歩の 精神」 とい う二 つ

の 相反する精神の 対決 と して 捉 えて 、 開戦 を 「義

戦」 と正 当化 した 。 それは福沢諭吉の 近代化 に努

め 「文明」を代表す る 日本と、頑迷固陋で 古 き体

制に固執する野蛮な清国 と の 「文野の 戦争」 とい

う捉 え方とよ く似 た発 想 で ある 。 と ころが 、 日清

戦争の 途中か ら 自らの 「義戦」観に疑念を抱 くよ

うにな り 、 日露戦争の 時に は徹底 した非戦論 を唱

える よ うにな っ た 。 「余が非戦論者 とな りし由来」

（1904）に以下の よ うに記 して い る 。

　「私もつ い こ の ごろ まで 、 戦争の 悪い と い うこ

とが ど うして もわか らず 、 キ リ ス ト教 を信 じて 以

来こ こに 二 十三 、四年に わた りし も、私も可戦論

者の
一

人 であ りま した 。 現 に 日清戦争の 時 にお い

て は、今と違い 、 欧文を取 っ て 日本の 正義 を世界

に むか っ て 訴えん とす るが ご と き者 はご くご く少

数で あ りましたゆ えに 、
ヨ セ ば よ ろ しい の に 、 私

は私の 廻 らぬ 鉄筆 をふ る い まして、「日清戦争 の

義」を草 して 、こ れ を世 に公に した次 第であ りま

す 。 カー
ラ イル の 『ク ロ ン ウ エ ル 伝』 を聖書に次
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天望 1卸国家とヰ リズ み教
一

厂三教圏 r何ノRn1題を中心 ’ご一

ぐの 書 と見な しました私は 、正義は こ の 世 にお い

て は 剣をもっ て 決行す べ きもの で ある と の み 思 い

ました」
L’b

。

　で はその 彼をして非戦論者に 「変説」せ しめた

理 由は何か 。 第
一

は聖 書、と くに新約聖書の 研究

の 深 ま り、第二 は 彼 自身の 個入的体験 （「生涯 の

実験」〉、すなわち、数年前 にある 人たち の 激 しい

攻撃にあ っ たとき、我慢 して無抵抗主義をとっ た

ところ大 い に心の 平安を得 、 従事する事業も大 き

な損害 を受ける こ とな く、 む しろ新 たな友人が現

れて 彼 を助 け支えて くれたこ と 、 そこ か ら彼はす

べ て の 「争闘の 愚に し て か つ 醜なる こ と」 を悟 っ

た こ と、そ して 第三 に 過去十年間の 世界の 歴 史か

ら得た教訓 をあげ て い る 。 すなわち、「日清戦争

の 結果 は 、 ツ クヅク と、 戦争の 害あ っ て利の ない

こ とを教 えま した 。 その 目的たる朝鮮の 独立は か

え っ て 危 うくせ られ、戦勝 国たる 日本 の 道徳は非

常 に腐敗 し、敵 国を征服 し得しも、故古河市兵衛

氏 の ご とき国内の 荒乱者は 少しもこ れを制御す る

こ とがで きずな りました 。 こ れ は私が 私の 生国な

る 日本にお い て 見た戦争 （しか も戦勝）の 結果で

あ ります」 と述 べ 、さらに 第四 の 理 由と して 米国

マ サチ ュ
ーセ ッ ツ 州 ス プ リン グフ ィ

ール ド市で 発

行 されて い る平和主義 を標榜する The 　Springfield

Republican紙か ら受け た思想的影響を挙げた。 し

か し、内村の 非戦論の 特徴は社会科学的な平和思

想で は な く、神 の 大能の 実現 によ っ て の み世界の

平和は実現す る とい っ た信仰の 論理 、 「戦争廃止 、

世界平和 は 、 人間の 事業 として はあ まりに 宏大」、

「キ リ ス トの 再臨 を待 っ て 初め て 世 に お こ なわ る

る もの 」とい うキ リ ス ト教的摂理観に つ らぬ かれ

て い た 

　他の キ リ ス ト教徒の 動向は どうで あろ うか 。 海

老 名、植村、小崎 とい っ た 日本プ ロ テ ス タ ン テ ィ

ズ ム の リーダーたちは 、 その 主張に ニ ュ ア ン ス の

違 い は あるが 、すべ て 日露戦争の 肯定論者であ っ

た 。 本郷教会の 主宰者で ある海老名弾正 は戦争を

賛美し、日露戦勝祈祷会を開催 して気炎を挙げた 。

戦争が 始まるや、本多庸一
や 小崎弘道は軍隊に 慰

問隊を送 り出す べ く軍部 と交渉 して い る 。 そ して

基督教青年会の メ ン バ ーは 、 テ ン トを担 い で 満州

の 前線 に 参加 し 、 将兵に入浴 ・洗濯 、 理 髪 、 新聞

雑誌 の 回 覧、映画上 映な どの サ
ー

ビ ス を提供しな

が ら巡回 説教 （「天幕伝道」）を した 。 こ の 事業 は

多 くの 国民か ら感謝 され 、 それ まで の キリス ト教

に対す る偏見 も緩和 され た とい う
a’

。 また、本 多

と井深梶之助 は 日露戦争が 侵略性 を帯 びた もの で

は な く、「正義」に かな っ た戦争 で あ る こ とを諸

国に弁明するため 欧米 に派遣 された （1905年 3月、

フ ラ ン ス で 開かれた万国基督教青年会創立記 念大

会に参加）。 また、1904年 5 月、東京芝公園 の 忠

魂詞堂 会館で開か れ た 日本宗教家大会に神仏二 教

と と もに 参加 し、決議文 を採択 して 国 の 内外に 向

け て 戦争の 正 当性を訴えた
5J

。

　植村正 久は内村の 非戦論 を批判 して ロ マ 書十三

章四節の パ ウ ロ の 言葉 を引用 して 自衛戦争の 正 当

性 を主張 して い る 。 曰 く、 「抑戦争は
一

国 に及す

害甚大な るを以 て 、容易に 之 をなすべ きもの にあ

らざる な り。 然れ ど も自己の 発達 を妨 げ存在を危

くす る者 に対 して は 奮然之 を懲罰 して 可な り。 今

若 し狂漢あ りて 自身を殺 さん とす る時 に 当 り、之

に抵抗せ ざる者あ らんや 。 或は石 を採 り 『ス テ ッ

キ』 を打振 り て 之 を防ぐべ し。 是れ何入 も拒む能

は ざる処 なり。 此の 故 を以 て
一

国内に於て其国家

の 安寧 を害 し人 々 を妨害す る者 に対 し国家が 法律

を以 て 之 を罰す る正 当なる処分な り。 凡そ国家 は

教会に非るを以 て総 の こ と教会的の 如 き自由放任

の 方 法を採る こ と を得ざる な り」
G，
と。

　 日露非戦論 を展開 した キ リ ス ト者は 、内村の ほ

か に 住谷天 来、安部磯雄、木下 尚江 、柏木義円 ら

が 数え られ るが 、教会の 主流は戦争協力 を打 ち出

した 。 そ の 理 由として は、キ リ ス ト教 は長 ら く異

端、邪教の 宗教 として 国家か ら迫害 され、社 会の

偏 見の 目に晒され て きた経緯か らキリ ス ト教徒が

教 会の 安 全を維持 し、組織防衛 を図る意識が 働 い

て、戦争肯定の 時流 に 追随 した と考 えられ る 。 し

か し、同時 に また明治の キ リ ス ト者の 多くが 士族

出身者で ある こ とか ら彼 らの 強 い 国家意識 と指導

者意識が働い た こ と も無視 で きない で あ ろ う。

　 とにか く、 日露戦争時、キ リ ス ト教 界は主 戦論

と非戦論に分裂 したが 、 戦争協力 をめ ぐっ て 、 そ

の 熱意 にお い て 指導部 と一般の 牧師信徒の あ い だ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 31
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訪 文

で 温度差が あ っ た こ と も事実で ある 。 教会首脳 陣

の 戦争協力に よ っ て 、 政府の キ リ ス ト者 に対する

こ れ まで の 疑心暗鬼が 幾分改善 され 、 それ が その

後の宥和策に結びつ い た こ とは確か で あ ろ う。 な

お 、 非戦論 を唱えた キ リ ス ト教徒の
一

部は 、 平民

社内部の キリ ス ト教社会主義者 が中心に な っ て 発

刊 され た 月刊雑誌 『新紀元』 （1905年 11月） を舞

台に その 主張を継続 して い く。

　 日清 ・日露の 両戦争 を経て キ リ ス ト教徒の 国策

協力の 姿勢が しだい に顕著に なるなか で、理 想団

（1901）か ら社会民主党 （1901）、そ して、平民社

の 結成 （1903）へ と推移する そ れ まで の 社会主義

者 とキ リ ス ト教徒 の 緊密な関係 は解消され 、やが

て 日露戦争を境に して 、唯物論に主導され た社会

主義者 とキ リス ト教社会主義者 との 分岐が 明白に

な る 。

　 とこ ろ で 明治維新以降、神道 ・仏教 ・キ リ ス ト

教の 三 教は相互 に対立反 目の 状 況にあ っ たが 、日

清戦争後 、 従来の排他的な相互 関係を解消 して異

なる宗教 問の 対話 の 試み もな され る よ うに な っ

た 。 す なわ ち、1893年に シ カ ゴ で開か れ た万国宗

教大会 に 日本か ら釈宗演、柴田礼
一、土宜法竜 ら

神道 、 仏教 、 キリ ス ト教界の 代表が参加、各宗 の

英訳書が参加者に配布紹介 された 。 こ の 大会 を受

け て釈宗演 、 巌本善治 らの 呼びか けで 1896年に 第
一

回宗教家懇談会が 開かれ、大内青巒、村上専精、

海老名弾正、松村介石 らが参加 した 。 また、姉崎

正治 、 岸本能武太 らが比 較宗教研究会を開催する

な ど 「宗教間対話」の 試み がな されて い る 。 こ の

よ うに 仏教 とキ リ ス ト教の 協調 融 和が進むが 、近

代日本の 政教関係 との 関連で い えば 、こ の 両宗教

の 協調的態度が の ちの 「三教 会同」の 伏線 に な っ

た と い う解釈もある
7〕

。

　さ て 、明治末年の キ リ ス ト教 界は 明治四 十二 年

に宣教 開始五 十年を迎え、10月に東京神田 の キ リ

ス ト教青年会館で各派合同の 記念祝賀会が開かれ

た 。 小崎弘道 、 宮川経輝 、 海老名弾正、留 岡幸助 、

植村正 久 、 井深梶之助 、 新渡戸 稲造、平岩愃保、

山室軍平らに加えて 、
バ ラ 、 ギ ュ

ー
リ ッ ク 、タ ム

ソ ン、デ イ ビス らの 外国人宣教師 らが記念講演 を

行い 大盛 況で あ っ た 。 こ れ を契機に 有力な教派の

32

メ ソ ジ ス ト、 日本 キ リ ス ト教会、組合教会もそれ

ぞれ教勢拡大 に努め たが 、 大逆事件の 発生 に よ り

伝道活動の 新た な逆風が 生 じた 。

　明治四 十年代に入 っ て加藤弘之は 『我が 国体と

基督教』、 『迷想的宇宙説』 などを発表 して キ リ ス

ト教批判をお こ ない
、 キ リ ス ト教攻撃が再燃する

が 、当時、「非 国民」の 別名 とな っ て い た キ リ ス

ト教は 社会主義や無政府主義 と同 じ危険思想 とい

う考え方が一般に浸透 して い た 。 密偵がつ け られ

活動が 妨げ られ る キ リ ス ト教徒 も多数 い た 。 内務

省を中心 に政 府部局で三 教会同 の話が もちあが っ

た の は ち ょ うどそ の よ うな時期に お い て で あ っ

た。

三 教会同
一 その 経緯と背景

　まず三教会同 とは何か、時 の 政府が意図 した基

本動機に注意 しなが ら事実経過 を概観して お こ

う。

　三 教会同は第二 次西園寺 （公望 ）内閣 （1911・

8 −1912・12＞期に 内務次官を勤め た床次竹二 郎

が 中心 に な っ て 企て られ た。一九一二 年 （明治

45）二 月二 十五 日、東京麹町区の華族会館で 開か

れ た会場で、内務大臣の 原 敬は政 府関係者と とも

に教派神道十三 名、 仏教系諸派五 十
一

名、 キ リ ス

ト教 七名の 代表と懇談 し、宗教家た ちに国民道徳

振興 へ の 協力を求め た。そ して翌 日の 二 月二 十六

日、三 教の 代表者は皇運 の 扶翼 、 国民道徳の振興

を誓い 、あ わせ て 政 府に宗教の 尊重 、 政治 ・宗教 ・

教育の 融和 を もとめ る決議 を採択 した 。 た だ し、

こ の 場 に は神社非宗教論に よ り神社当局は招か れ

ず、文部省と真宗大 谷派 も参加 しなか っ た （ただ

し、福原 （鐐二 郎〉 文部次官は 出席）
S＋

。 人心 の

動揺を沈静 し 、 広 く国民教化の ため に宗教勢力の

力を借 りる と い う支配 層の 思 い は何 を意味す る の

で あろ うか。

　床次は 、欧米視察で 宗教 の 感化力の 大 きさを知

り、日本の 諸宗教を社会秩序の 維持の ための 国民

教化に協力させ よ うと図 っ た と考え られる の で あ

るが、こ の 点に つ い て 、政府内部、と くに 内務省

と文部省の あ い だで 緊密な協力態勢は なか っ た 。
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天 皇働
F
国家とキリズA教’一 厂三教t会同ノfin7SCを47’ti・に一

　文部省は 三 教会 同に 関知せ ず の 態 度 を表明 し

た 。 「我国の 道徳教育 の 基礎 は 教育 勅語 に 存す 、

又我国の 道徳教育 は宗教以外 に独立 す るを原則 と

す （中略）私立学校に 於て は 宗教 を教ゆ る事 を妨

げず と雖 もこ れ等の 学校 に於て も教 育勅語の ご趣

旨に背戻す可 らざるは勿論な り、 要す るに我国 の

教育制度上 に お い て は何処 まで も教 育勅語 を根本

と して 之に依 りて 我国民道徳 を涵養 する こ とが大

主義な り、而 して 目下新聞紙上 に散 見する宗教家

合同の 計画 に つ い て は我等の 聞知せ ざる処な り」、

宗教 と教育は
一国の行政上 自ずか らそ の 立場 を異

に し、学校教育は文部の 監督、宗教は宗教局の 監

督下 に あ る こ と、宗教上 の 教育感化は社 会的事業

に属する ゆ えに両者事業の性質上 よ りみ て両者は

「相対 しつ ・相一致す べ きもの 」（福原文部次官）

と い う考えであ っ た 。 そ れ に対 して 内務当局は 「宗

教 と教育 との 結合 を図 り之 を して 互 い に相提携 し

国民教育の 上 に補益する所あ ら しめ ん とする に在

るは勿論なる も而も之 に よ りて従来の 教育の大本

た る皇室中心主義 は些 か の 影響 を及ぼ すべ きにあ

らざる と と もに 又欧米各国 に於 るが ご と く教育と

宗教 とを全 く合致せ しめ て 国民教育の 基礎 を聖 書

に置 くが如 き極端 なる宗教政策 を執 らん とするに

非ざるは言を俟たず」と弁明 した 。

　さらに また、こ の 問題に関す る首相西園寺や 閣

僚の 考えは どうなの か 。 キ リ ス ト教が参加する こ

とに原内相 らが閣議で疑 問を呈 したとい う。 三教
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 つ ・

た

会同当日 も原は 「無造作に突立 ち」て挨拶 したあ

と 、 参会者の 答辞をうけ る暇 もな くそ そ くさ と立

ち去ろ うと して床次の 注意を受け 別室の 食卓に着
　 　 　 　 　 　 　 おしトたた

き、「呆気な い 事夥し」と新聞は 報 じて い る
n 〕

。

　支配層 の 「人心 の 動揺」 へ の 警 戒 は、すで に

一九〇 八年の 「戊申詔書」の 発布に現れて い る 。

す なわち、日露戦争後の 人心 の 浮華を警め上下一

致、勤倹 を説 くため に桂 内閣 （第二 次 ）は明治天

皇 に詔書の 発布 を願い 出た 。 しか し、今回、キ リ

ス ト教を他宗教 と同等に扱 うとい う支配層の 意図

は何に由来する の であ ろ うか 。 そ こ に は桂と西圃

寺の 政治思想の 違 い や 欧米 を視察した床次の 発想

の転換、そ し て 政 友会系の リ ベ ラ ル な政治姿勢 と

い っ た要因が 考えられ る の で ある が、や は り、直

接的 には大逆事件に象徴され る過激思想の 蔓延や

尊 皇意識 の 弛緩 に対する政府の 危機感が 、 臣民教

育 の 教 化の た め に キ リ ス ト教を含む宗教勢力の 総

動 員 に つ なが っ た の で は ない だ ろ うか 。 また 、日

蓮 主義 の 本多 日生 、 宗教学者の 姉崎正 治 、 救世軍

の 留 岡幸助 （彼 は内務省の 嘱託で 報徳会運動の 指

導者で もあ っ た） な ど協力者の 名前が 報ぜ られ て

い る が 、こ うしたキ
ー ・パ ー

ソ ン の 動きを通 して

宗教 界内部の 複雑な事情や思惑が見 えて くる。

　他方 、 明治政府から公式にその 存在が認め られ

たキ リ ス ト教徒 に とっ て 、 それ まで 彼 らが長期に

わ た っ て さまざまな圧追を加えられ て きただ け に 、

そ の よ ろ こ び は ひ としおで あ っ た とい えよ う。 キ

リ ス ト教 を他の 宗教 と同等に 扱い 、 明治政府か ら

公式 にその 存在が認め られた と状況判断 したキリ

ス ト教徒 の 安堵 は 、日清 ・
日露両戦争の こ ろ か ら

次第 に 芽生 えて きた支配層へ の 妥協の 姿勢 を一
段

と加 速 させ る こ とになっ たこ とは 否定で きな い 。

とに か く、この 「会同」へ の 参加に よっ て 、日本

の プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズム 教団 は、明治国家の 公認

と引 き換えに 、天皇制国家 を内側か ら支える 国体

イデ オ ロ ギー ・臣民教育の 一翼 を担 う役割 を果た

す べ く、 キバ を抜 かれた存在へ と変貌 したの は事

実で あろ う。

三 教者 の共同決議案

　こ こ で 『六合雑誌』で 紹介 された 「三教者会同

顛末 」 （三 二 巻 四号）から三 教者の 共同決議案 を

引 い て お こ う。 彼 ら 三 教者代表は懇談会を開 き、

以下の よ うな決議文を発表 した 。

　「国民道 徳の 復興 、 社会風教の 改善の 為に、政 治、

教育 、 宗教の 三者各々 其の 分界を守 り 、 同時に互
　　　　　　　 i　　　，　　　り　　　，　　　，　　　1　　　1　　　へ　　　も　　　1　　　1　　　s　　　1　　　x　　　，
い に 相協力 し、以 て 皇運を扶翼 し時勢の 進運を資

けん とす る に在る事を認む、是 れ 吾等宗教家年来

の 主 張 と相合致する もの なるが 故に吾等は其意を

諒 と し、 将来益 々 各自信仰の 本義に立 ち、 奮励努
N　　　N　　　N　　　1　　　N　　　も　　　N　　　x　　　’　　　N　　　へ　　　N　　　s
力 国民教化の 大任 を完 うせ ん事 を期 し、 同時に政

府 当局者 も亦誠心鋭意、こ の 精神の 貫徹に 努め ら

れ ん事 を望み 、左 の 決議を為す 。 （一）吾等 は各々

　 　 　 　 　 　 　 　 s　　　’　　　x　　　x　　　へ　　　，　　　1　　　x　　　N 　　　N　　　s 　　　1　　　N 　　　ヤ

其教義 を発揮 し、 皇運を扶翼 し益 々 国民道徳の 振
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1 　　 も　　 ’　　 h

興 を期す （二 ）吾等は当局者が 宗教 を尊重 し政治、

宗教 及び教育の 間を融和 し、国運 の 伸張に 資せ ら

れ ん こ とを望む」（傍点筆者、以下断わ りな きか

ぎ り同 じ）。

　 ちなみ に、三 教会同参加者の うちキリ ス ト教 関

係者 は次の 七名で ある 。 メ ソ ジ ス ト代表本多庸一、

組 合教 会宮川経輝、日本基督教会井深梶之助、聖

公会元 田作之進、浸礼教会 （バ プテ ス ト）千葉勇

五 郎、正教会石川喜三 郎 、 天 主教 （カ トリ ッ ク）

本城 昌平 。 そ して 本多、元 田 、 井深、千葉の 四 人

が 企画 し 、 キ リ ス ト教徒六 〇 余人が 参加 して報告

会が 開催 され、三 月四 日に 「公開書」が発表され

た 。 声明には次の よ うな文章が記載 されて い る 。

　「（
一

）共同決議案の 精神に 基づ き、 吾等キ リ ス

ト信徒 は他宗に対 し礼儀 を重 んずる と同時 に益 々

自己の 信仰の 本義 に 立 ち其特長 を発揮 し伝道事業

に精励 し現代人心の 要求に応じて風教道徳の 維持
　　　　　　　モ　　　1　　　へ　　　E　　　N　　　i　　　N　　　1　　　s　　　ヤ　　　1　　　t　　　も　　　x　　　へ
作興 に努め以 て 皇運を扶翼 し国民教化の 大任を完

N　　N　　N

うせ ん こ とを期せ ざる べ か らず （二 ）政治 、 宗教

及 び教育の 三 者は互 い に協力呼応 して我邦精神界

の 向上進歩を期すべ きもの なるが故に こ の 際吾等

は益 々 其の 相互 の 関係を明 らか に し以 て宗教本来

の 権威に たち其の 使命を完 うせ ざる可 らず （三 ）

今や 我邦精神の 進運は益 々 キ リ ス ト教徒の 奮発興

起 を促す もの あ り、こ の 時に 当り吾等は進ん で 積

極的伝道 を試み神の 国の 拡張に努力せ ん ことを 切

望す 、翼 くは天 父の 恩 寵吾等の 上 に豊か な らん こ

とを。 日本基 督教会同盟」

　 こ こ に は、三教者の 共同決議文 とま っ た く同 じ

趣 旨の 「皇運 を扶翼 し国民教化の 大任を完うせ ん

こ と」の 誓 い が明言 されて お り、国体イデ オ ロ ギ

ーとの対決の姿勢は微塵 もな い 。 む しろ、この 「好

機」を利用 して 、「積極的伝道 を試み 神の 国の 拡

張 に努力せん」との 思 い が 滲み 出て い る 。 政府の

会同計画 に賛同 したキ リ ス ト教各派の 代表者の 意

見を紹介 して み た い 。

　井深梶之助は 、 こ れ まで 「キ リ ス ト教は数百年

我邦 の 厳禁」する と こ ろ で あ り、 国民一般の 偏見

反 感も根強 い 、 憲法で い くら信教の 自由が 保障 さ

れ て い て も、 キ リス ト教信者は 国家に不忠なる者

と考える 人が少なくな い 、 と当時の 国民感情 を述
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べ た上で キリ ス ト教 と国体の 関係 に つ い て 次の よ

うに述 べ て い る 。 国体に 順応 し、我国の 人情風俗

との 調和 を図る の は為政者の 立場 と して は至極当

然の 希望で あ ると弁護 し、 「我 らはあ くまで も信

教の 自由は維持するが、良心の 許す限 りは本邦 固

有の 習慣風俗を重ん じ、且 つ 他教の 人 々 と も力を

協せ て 国民道徳の 発展に貢献すべ きは もちろ ん の

こ と」と揚言す る。霊南坂 教会の 主宰者小崎弘道

も同様の 見解を表明 して い る 。 会同は宗教 と国家 、

い ず れ の 側か ら考え て も大 い に慶賀すべ きこ と 、

政治 と宗教は車の 両輪 、 鳥の 両翼 、 夫婦 の 関係で

あ り、こ の 二 つ が あ っ て 始め て 国家が 成 り立ち、

一
身が 立 つ 、相互 の善美な 関係の 創出が肝要で あ

る こ と 、 歴 史的 には政教
一
致か ら分離 へ 進み 、 そ

れ と と もに政府は宗教 を無視す るよ うにな っ た 、

政教 分離 を実現 した欧米諸国 （米 ・仏 ）で も政治

家は宗教家に十分の 敬意 を払 い 、 国家の 成立 上宗

教の 必要 なこ とを認め 、 制度上 政教の 密接な関係

を維持 して い る現状 にふ れて 、 例 えば ア メ リ カ大

統領の 就任式 にお け る宣誓行事で 牧師の 授職宣言

や 官立学校、陸海兵学校 、 軍艦内に も牧師が い て

精神的教育を行 っ て い る事例 をあげて い る
10）

。 小

崎の 場合 、 政教分離 に対 して率直 な疑 問を投 げか

けて お り、 国体教育 、 国民道徳の 強化に キ リ ス ト

教が動員され る こ とに対する危機感が まっ た く感

じられ ない 。 キ リ ス ト者小崎の 抵抗 の 姿勢 を問題

にする前提 と して 、まず、彼の 国家観が問わ れる

所以 で あ ろ う。

教育家 ・ 宗教家懇談会の 開催

　三教会同の 副産物の
一

つ に、教育家 ・宗教 家懇

談会の 開催が あげ られ る 。 当初 、 学界や教育 界の

大勢は三 教会同に対 して 無関心あ る い は批判 的な

意見が強か っ た 。 た とえば 、京都帝大教授で 教育

学者の 谷本富 （1867−1946） は 「宗教政 策に 関す

る卑見」 と題 して 、床次や 内務官僚の 発案に対 し

て次の よ うに述 べ て い る 。

　「宗教 は独立 独歩何等の 俗権 に 付随せ ざる 所 に

真価の 存する もの なれば 、何卒憲法の 文面通 り治

安 に妨害 なき限 りは全 く其 の 自由 に任せ 、 敢 て 干
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天皇耡国 家とキワス宀教
一 1三 教 会何 ノ1閉題を47心’ご一

渉せ ざる が 当然」 とし、国家と宗教 の 関係は 「宗

教教化は ど こ 迄 も国家圏外に在るが 宜 し く、 国家

の 宗教に対する態度は消極的外護者た る外なか る

べ し」 とい う主張を展開する 。 その 上 で 、キ リ ス

ト教 界の 現状 に ふ れて 、 「基督教 に て は元来 、 独

立 自尊 を旨 とす る筈に て 、 従来政府 が度外視 した

る こ そ却 っ て 幸福 と謂ふ べ けれ 。 虚 か誠か、何 も

今更に 阿諛が まし く内々運動 して 本来の 面 目を毀

損するに 及ぶ まじ。

一時の 権謀術数 はさる事なが

ら、 是れは真正宗教家の 断 じてす まじき事にて 、

二 三獅子 身中の 虫はあ らんが、彼らを速やかに葬

り去 っ て 、而 し て 旗鼓堂 々 日本国民 を悉皆改宗せ

しめ ねば已 まじとの 気概ある べ き筈 な り。 基督教

界の 近状 、もし新島先生 を地下に起 して 見せ しめ

ば果た して何 と謂は るだらう。 小 人輩の 跋扈、誠

に片腹痛 き事な り」（11）と手厳 しい 。

　教育家 ・宗教家懇談会は
一九一二 年 （明治45）

二 月二十 八 日に東京上野の 精養軒で 開か れ た 。 発

起人は井上 哲 次郎、高楠順次郎、中島力造 、 姉崎

正 治、元 良勇次郎、杉浦重 剛 （以上 学 界）、大 内

青巒、村上専精 （仏教界）、 井深梶之助 、 松村介石、

海老名弾正 （以上 キ リ ス ト教界）、柴田礼
一、千

家尊弘 （神道 ） ら二 十一人で、二 百余名の参加者

が あ っ た 。 そ して 井上 （哲次郎）が 代表挨拶に立 ち、

こ の 会合は政府 の 内命を受け て 開催 され た もの で

な い こ とを強調 し、三教 の 代表者が
一

堂 に会 して

懇親会を もつ こ とは 「日本開闢以来初め て な り、

世界に も未だ例な し」と持ち上 げた 。 明治二 十年

代 にあれ ほ ど戦闘的 な排耶論者であ っ た彼が 、「主

義に於て 信仰に於て 相違す るも、懇親を結べ ば 結

ばれ ざる事な し」、「こ の 連合会同 は、将来会を重

ねて大 々 的国家に貢献せ ん事を望 む」 と状況追随

的な発 言 を して い る 。 神道家の 柴田礼
一

は 「惟神

の 大道 を奉体 して 国体の 尊厳なる所以 を説き、国

民道徳 の 振興 を図る こ と」、「三教 に加ふ るに教育

家 を以て し、思想家 を以 て し、所謂鬼に金棒の 感

あ り」 と述 べ 、仁和寺門跡の 土宜法龍は 「三 教会

同決議の 如 く皇運扶翼に
一致す、仏耶の 教義 も何

れの 時に か一致する を見るべ し」と演説 した 。

　 キリス ト教徒の 本 多庸一の 挨拶 はどうで あ っ た

か 。 「宗教 と教育は恰 も国防上陸軍 と海軍ある が

ご とく其一を欠 くも不可 也 （中略） こ の 会合が 珍

妙 と云 は るる は、即 ち耶蘇教徒の 仲間入 り した る

が 為な り、然れ ど耶蘇教主義者 も敵国 の 人にあ ら
　 　 　 　 　 1　 　 1　　 1 　　へ　　 s

ず、同 じ く陛下の 臣子な り、願 くは 以後弟と思 ひ 、

或時は叱咤する可なれ ど万事同情 を以 て 願 ひ度 、

由来弟は腕 白の 者た り」。 こ こ に は 、 キ リ ス ト教

の 教義 と全 く無縁な臣民道徳 と家族国家観的 な発

想があ り、内務官僚に よ っ て 、完全に キ バ を抜か

れたキリ ス ト信徒の 姿が露呈 されて い る 。

三教会同に関する諸家の論評

　三 教会同に 関する政府の 提案 をめ ぐっ て 、政治

と宗教の 関係、ある い は 宗教 と道徳 、 宗教 と教育、

そ して現代文明における宗教 の位置な ど、関係者

の 評論が 多数発表され た こ とは い うまで もな い
。

以下 に 諸家 の 見解を紹介 して お きた い 。

　まずは 企画立 案した当人の 内務官僚床次の 意見

か ら始め よう。 薩摩 出身の 彼は官界か ら政友会入

りし、原 ・高橋 （是清）両 内閣 の 内相、そ して 犬

養 （毅）内閣で 鉄道相な どを勤 め た経歴 か ら明

らかなように彼 は単なる官僚で はない 。 政治家 と

して の 政治戦略や Statecraft（政治的手腕） に も

通 じた開明派の 革新官僚 として の 見識 も持 ち合わ

せ た 人物 とみ る べ きで あ ろ う。 そ の 彼は 三 教会同

を企画する動機と して 、宗教 と国家の 結合の 必要

を次の よ うに主張 して い る 。 「国民道徳の 涵養 は、

教育 と宗教 と相俟 っ て 始め て 完全 を得 べ き もの な

るに、現 今は教育に 由 りて 今日の 道徳 を教ふ るの

実情な り」 と指摘 し 、 「本 に遡 りて 神 と い ひ 、 仏

とい ひ、天 と い ふ 所 に 常に接触す る に あ らざれば、

国民を して 公明正 大なる思想 を堅実 に養成せ しむ

る こ とを得」ず 、 「故に 国民道徳の 基礎 を作 るに

は 、必ずや 宗教 と教育 との 相俟 っ て 進む を要 とす」。

そ して 、その た め に は各宗教家の 接近 を図 り 、 時

代の 進運 を扶翼す べ き勢力た らしむ る こ とが 必 要

となる 。 そこ で 、 彼は三教 に 対 し て 具体的な注文

を提示す る。 すなわ ち 、 神 仏両教 は よ り 「欧米 に

向 っ て 歩み を運ぶ 」必要が あ り、キ リ ス ト教 は 「あ

たか も自家の 植民地 を作 りた るが如 く、 圏堵を画

して 出で ざるの 観ある を改め 、 我 国体 に 応 じて 勉
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めて 人情風俗 との 調和 を図」 る べ しとキ リ ス ト教

の 日本化を求め 、「精神界に於て 、欧米の 思 想信

仰と日本の 思 想信仰 との 二 者 の 調和」の 必 要性 を

力説する 。

　政府が キリ ス ト教 界に参加の 呼びか けを行 っ た

理由は何か 。 憲法で信教の 自由が 認め られ て い る

今日、すで に 日本に存在す る キ リ ス ト教に対 して 、

「一視 同仁 を以て 之に臨 むべ きは、固 よ り言 を俟

たず」、「之 を誘導して同 じく尊王愛国の 精神に帰

趣せ しむ る所以た る べ く、徒に之 を排除するが如

き態度を以 て之 に対す るは 、 甚だ 雅量 なきの 事た

る の み な らず 、 むしろ 却 っ て 反抗 の 念 を起 さ しむ

る に止 まる べ し。 是 れ人情 の 常 に して 、思 慮ある

者の 宜 しく心 を用ふ べ き所 な り」 と公言す る 。 さ

ら に また 、 欧米諸国の あ い だ に 、 排外思想 を含む

道徳の 涵養に 努め る 日本 、 とい う誤解が なお存在

する実状 に鑑 み、精神界にお け る開国進取の 方針

の 採用が必要である 、 と述 べ て い る 。 ここ には 、

大逆事件に対する欧米諸国の 輿論や 日露戦勝後の

列強が もつ 対 日イメ ージ を懸念す る支 配層の 態度

が は っ きりと現れて い る 。

　対外イメージだけで な く、 日本国内の シ ビ ア な

実態認識 も背景にあ っ た 。 日清 ・日露戦争後、わ

が国は急激な資本主義経済の 進展 に と もな っ て 労

使対立 が激化 し、足尾銅 山鉱毒事件に象徴 され る

公害の 発生や 厳しい 労働条件の 改善を求め る都市

部の労働者の 声の 高 ま り、労働組合運動や 社会主

義思想の 浸透な ど、工 業の 発達 に と もな う欧米社

会の 「
一
種の 悪風」が地方に侵 入す る状況 に対す

る支配層の 危機感は 強か っ た 。 農村共同体 におけ

る地主 と小作人 の 間に見 られ る従来の 「情誼上 の

関係」が希薄に な り、「漸次 に不 良に な らん とす

る」傾 向は早 くか ら指摘 され て お り、 床次は こ う

した伝統的な醇風美俗の 消失が もた らす各階級間

の 「温情」の 喪失 を恐れ た 。 そ こ か ら彼の 貧困層

の 社会改良へ の 着目がは じまるが 、経済上 の 救済

策を講ずるだ けで は駄 目で 「精神上 の 慰安」が必

要 とな り、 宗教を活用 し、 徳育 にお ける宗教の 役

割を重視す る 。
つ ま り、 六 ヵ 年 の 義務教育 だけで

は徳育の 育成は不十分で あ り、成人 を対象 とす る

社会教育を盛ん に して 徳育を涵養 しなけれ ば な ら
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な い こ と 、 そ して 宗教は社会教 育にお い て 重要 な

役割を果 た しうる と説 い たの で ある
IL’t

。 こ の よ う

に 、床 次の 計画の 動機に は 危険思想の 防圧や 国体

教 育の 重視 と同時 に 、報徳思想 と も絡んだ 地方社

会の 人心改良や社会教育 強化へ の 宗教動員の 発想

が あ っ た と考えられよ う。

　次 い で キ リ ス ト教 各派の 代 表者の 見 解で あ る

が、井深梶之助は 「各宗協力は可能」 と題す る文

章で 、キ リ ス ト教 と国体の 関係 に つ い て、前節で

見た よ うに 「我 らはあ くまで も信教の 自由は維持

するが 、 良心の 許す 限 りは本邦固有の 習慣風俗を

重 ん じ、 且 つ 他教の 入 々 とも力 を協せ て 国民道徳

の 発展 に 貢献すべ きは もちろ ん の こ と」と国体 と

の 衝突 を避け る発言 を明記 して い る 。 小崎弘道 も

今回の 会同を大 い に 慶賀す べ きこ とと歓迎 して い

る （「官憲 と宗教 と の 握手」）。 キ リ ス ト教 界の 各

派代表は こ うした雪崩を打 っ た 当局へ の 順応 の 姿

勢 を示すが 、 日本人 キ リ ス ト者の すべ てが
一

様に

歓迎 し て い た わ けで はない 。 内村鑑三 や植村正久

らは 「共 同決議案」 を快 く思わ なか っ た し、 それ

に 対す る 内村の 批判 も今 日 、 よ く知 られる とこ ろ

で ある
13）

。

　 こ こ で も う
一

つ の 批 判 の 実 例 と して 向軍 治

（1865− 1943）の 見解 を紹介 して お きた い 。

　 『六 合雑誌』 の ア ン ケー トに 「教育家」 と して

回答を寄せ た 向は、当時、慶応義塾の 教授で ドイ

ツ語 を担当して い た 。 彼は独逸学協会学校出身で

若 い 頃 ドイ ッ 普及福音新教教会の 設立 に参加 、 の

ちに 日本 ユ ニ テ リ ア ン弘道会に所属 した人物 で あ

る 。 また 、 神田乃武 らと ロ ーマ 字普及運動 を起 し

た こ と で も知 られ て い る 。 向は 「主 意に 賛成 、 形

式に 反対」と題 し て 次の ように論評 した 。

　 まず彼は宗教 と国家の 結合 を図る と い う思想の

まちが い を指摘 し 、 「政 治的国家 と宗教 とは 、 成

る べ く縁の 遠 い 方が よろ し い 」 とい い 、事業を民

間の 手に委ね 、 民族の 発達 を図る こ とが肝要であ

る と述 べ て い る 。 む しろ 政府の 干渉が 文明の 進歩

を妨 げる とい う信念をもつ 彼は 、 「こ れ まで 政治的 、

社会的に勢力 を得 なか っ た基督教徒 は床次氏 の 企

に 随喜の 涙 をこ ぼ して 居 る 抔と考ふ る は 浅見 も亦

甚だ しい 。 宗教が国家 と結合すれば社会的 には勢

N 工工
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天皇例1国 家とキリズ ハ教一 仁 ヨ教 会伺ノ腮 を中心に一

力を得る様で あるが 、 宗教の 腐敗 も亦その 時に萌

す も の で ある と云 ふ 事を考へ ねば な らぬ
。

　宗教は心 よ り心に通ずる権威を以 て 臨む べ きも

の 、世俗的権威を以 て圧 迫すべ きもの で はな い 。

故に政府に保護せ られ たる宗教 よ りも、 迫害を受

け た る宗教 の 方は内実 は健全で ある 。 仏教が政治

的権力を失ふ と同時に支離滅裂に帰 して 、 現今の

社会の 人心は、大 い に宗教 を渇望 して 居 るに も拘

らず、僅か に骨董物的の 存在 を維持 して 居る の は、

宗教 と国家 との 結合す べ か らざる もの なる事の 明

らかなる証拠で ある 。 さな きだに形式に 流れ 、 旧

弊に陥 らん とす る基督教は、迫害を受け つ ・ 尚健

全な る発達をな し得 な い の で ある 。 これ に加ふ る

に政府の 保護を もっ て した ら鼻持な らない事に な

る」と批評 して い る 。

　右の ような向の 宗教 と政治権力の 関係の 把握の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 へ　 　 s　　 へ
仕方は卓見たる を疑わない が、彼は また、民族的

’　　　N　　　も　　　も　　　も　　　N　　　s　　　k

団体として の 国家 と宗教の 結合に同意 して い る点

に我 々 は注 目す べ きで あろ う。 すなわち 、 キリ ス

ト教徒の 「誠心誠意を もっ て する忠君愛 国の 思想

を十分に 発揮 して 、 国家を泰山の 安きに 置 く」使

命を強調 し、今は未熟 な政府の 保護干渉 をうける

どこ ろか 、 む しろ 「現今は健全なる国家思 想を有

する我 々 基督教徒は、大 い に政府の 事業 を監督 し

て 、こ の 国家を して 針路 を過 ら しめ ざる 様に つ と

むる責任がある」 とい っ た主張にその 特徴がよ く

現 れて い る 。 「未成品の 国家」の 後見 人 として の

責任や 、キリ ス ト教徒が健全 な民族団体の 形成に

あずかる 意義を説 くあ たり、 明治人特有の 国家主

義的なキ リ ス ト教観を髣髴させ る もの が あ る。向

軍治の 政府批判の 言説 に み られ る国体 イデ オ ロ ギ

ー
とキ リ ス ト教の 原理 的な対決の 不在を指摘で き

よ う。

S ・ギ ュ
ー

リ ッ クの 論評

　 これ まで 見て きた 日本の キ リ ス ト教徒の 対応に

較 べ て 、 以下 に述 べ る シ ドニ ー ・ギ ュ
ーリ ッ ク

Sydney 　Gulick （1860−1945）の 見解は甚だ注目す

べ き論点 を含ん で い る 。 彼の 論評の 紹介 に 先立 っ

て 、 その プ ロ フ ィ
ール を簡単 に見て お きた い 。

　 その 父や 兄弟 と同 じ くア メ リ カ ン ・ボー ドの 宣

教師 と して 日本 に 深 い 関わ りをもつ ギ ュ
ーリ ッ ク

は進化論の 研究者と して も知られた存在で あるが 、

彼は
一

八 八 七年 （明治20） に来 日 し、熊本、松 山、

大阪 などで伝道の 後
一

九 〇 六年 （明治39）同志社

に 就任 、 神学校教授 と して 組織 神学 を教えた 。 そ

して 、 明治四五年の 同志社大学 開校後は一般教養

科 目の 「科学概論」 を担 当 して い る 。

一
九
一

三年

に ア メ リカに帰 り、一九二 〇年 代に 日本人移民問

題が政治的争点 にな っ て 米国内で排 日運動の 機運

が高 まるなか 、 カ リ フ t ル ニ ア 州議会に排 日的な

土地法案が上 程され る や 、 彼は その 阻止 運動 に コ

ミ ッ トす るな ど 、 日米 両国の 平和友好実現 の た め

に積極的に行動 して い る 。 なお、彼は また 日米の

少年少女の あい だで友 好親善を高める ため に企画

された、ア メ リ カ か ら 日 本の 小学校に寄贈する

「青 い 眼 の 人形 」 使 節 を考 案 したCommittee　on

World　Friendship　Among 　Childrenの 有力なメ ン

バ ー
で あ っ た 。

　 さて 、 ギ ュ
ー

リ ッ ク は 「宗教 と国家」 と題 して

次の よ うに 述べ て い る
141

。 床次が 「宗教 と国家 と

の 相互的 自由及 び尊敬 」の 理念 を理解 して お り、

国家の 精神的 、 道徳 的生命の 根底 を強化する の に

宗教が与 っ て 大なる力 を もつ こ とを認めなが ら 、

国家が宗教の 「内生命の 確信」を左右 しうる もの

で ない こ とを知 っ て い る あた り、彼は 「最 も進歩

せ る政治家の 典型 」で ある と称 賛する 。 そ して床

次の 三教会同の 提 案の 趣 旨が、い わゆ る 「宗教の

政治的利用」で は な い こ と 、 国民の 富強繁栄や道

徳的生命の 発達、そ して 社会の 改革は物資的な手

段の み で は不十分で あ り、 何 らか の 「霊 的勢力が

喚起」され なけ れ ば な らず 、 その 意味で宗教は教

育の 「共働者」 と して 国民 の 真 の 幸福を拡大する

働 きをしなけれ ばな らな い とい う確信に基づ い て

い る こ とを強調 し 、 キ リ ス ト教 を他の 宗教 と同 じ

地位に押 し上 げ 、「強大 なる 道徳的、精神的生活

を増 進せ しめ （中略）、 此の 国土 の 文明 を さらに

確 固たる根底の 上 に据えん とする」、 床次の 「熱誠」

に 同意を表する に吝か で な い とその 長所 を率直に

評価 して い る 。 その 上 で 、 床次の 提案が もつ 弱点

に対 して 以 下の 具体的な提 言 を試みた 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 37
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諞 文

　ギ ュ
ー

リ ッ ク の 論評の 鋭 さは 、 三教会同の 実施

の 方法に 関す る発 言に み られる 。 す なわ ち 、 三 教

代表者が集 ま っ て
一

体何 を協 議す る の かが 明 らか

で な く、甚 だ 「漠 然た る提案」に止 まっ て い る と

指摘する 。 こ の 不明瞭 はや がて 「疑惑 と躊躇」 を

生むで あろ うと警告 し、 床次が 「宗教の 援助 に よ

っ て 解 決せ ん とす る 問題」が 何 なの か、「国民 的

疾患及 び そ の 治療 法 を宗教家の 手に委す る の は 、

氏の 実際的智慮の 致す所で ある と信ずるが （中略）、

提案に は只 だ
一

般 的な 、 そ して 抽象的な言辞 をも

っ て、工業上 における 資本 と労働 との 関係、及 び

農業上に お ける土 地所 有者 と小作人 との 関係と い

っ た様な事 ばか りしか言 っ て い ない 」と手厳 し い 。

そ こ で 、ギ ュ
ー

リ ッ クは 「国民的疾患に対す る具

体的なる診察 と治療 法 を明記する」 として、具体

的な数か条 の 「建 設的提議」を行な っ た。

　「提議」は 次の 七 個条か ら成 っ て い る 。 （
一

）資

本対労働 の 問題 （二 〉農業 問題 （三 ）商業問題 （四 〉

性欲問題 （五）真 の 愛 国心 に つ い て （六）国家主

義 と世界主義 （七 ）宗 教問題 。

　それ ぞ れ の 項 目に 関する主張の 概要は以 下 の 通

りで ある 。 （一）資本 と労働 の 対立 に つ い て 。 資

本家は人格 を破壊 する ような酷 い 、長時間労働 を

婦人や子 供に強制する 権利が あ る の か 、労働者 の

雇用主 に 対す る 反抗権が許 され る べ きか否か 、こ

れ らの 労働 問題に つ い て 政府や 国家 は い か なる権

利 と義務 を有する の か、そ して 「三教は これ等の

問題 に 対 して 果 して 如何の 光 明をもた らし得 る」

の か　（二 ）農業 問題 。 地 主 と小作 人の 関係の 改

善に つ い て 、 「如何に し て 地主 を し て 小作人に 個

人的注意 を払 は しめ 得 べ きか」、両者の 問に 親密

な感情 を醸 成するため の 方策は何か、その 細 目に

つ い て 論議 し、 問題の 解決 に貢献せ ん こ とを希望

（三 ）商業問題 。 金銭上の トラブ ル 、約束の 履行、

賄賂の 禁止 、
一

定の 規 格標準 を守 っ た物品の 製造

な ど の 指導方針の 確立 　（四）性道徳の 改善 。 家

庭に おける健全な性 的モ ラ ル の 創出、純潔な男女

関係の 実現 、放恣な性欲の 放置に よる性病の 蔓延

と害悪の 防止 な ど、国民道徳上、重要な性の 問題

の 解決 に宗教 界の リーダーはもっ と本腰 を入れて

取り組むべ し （五 ）真の 愛国 心の 意味 。 戦時に国
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家の た め に死 ぬ こ とだ けで 愛国の 精神は充分なの

か 、 職務に不忠実 、 生活の 道義的不純 、 妻に対す

る不義 、 牛飲馬食 、 人格の 鍛錬を省み ない 者が果

し て 真の 愛国者 とい える の か、また他国民へ の 敵

対 、 支配層 （治者）へ の 盲従を含ん だ愛国心 が真

の 愛国心 とい える の か 。 要する に 、 愛国心の 合理

的根拠に つ い て 宗教界の 指導者は よ く議論 し、そ

の 真義 を青年に伝 える 最善の 方法 を検討せ よ

（六）国家主 義 と世界主 義 。 国家 と個人の あ る べ

き関係に つ い て 、 国家 は個人の 生活 を支配す る絶

対 の権限をもつ の か、そ もそ も国家の 権威の根源

は 何か 、軍隊の 力か それ とも道徳、宗教的根拠 に

基づ くの か、国家 と道徳の 真の 関係に つ い て 、国

家は道徳上の正 ・不正 を決定する権限をもつ のか 、

法 と道徳の 関係如何、道徳上、悪 とす る もの を国

法は善 とな しうる の か、国民的道徳と宇宙的 （普

遍的）道徳の 関係如何、そ して 国民 と他国民 との

正 当なる関係 につ い て、弱小なる隣国 を圧迫 し、

征服する とこ ろの 強国を憎む理由は何か、い かな

る根拠に基づ い て強国が 弱国の 領土 を奪い 取る こ

とが可能な りや　（七 ）宗教 問題。 宗教 の 本質 と

起源 の 探究の 必要、個人及び国民 の 幸福には たす

宗教の役割、多神か
一

神か 無神か 、神は い か に し

て 人類 に 自己 を顕現 するか 、い か に奉仕され る こ

とを神は 喜び給うや 、宇宙の 目的、人 生の 目標及

び意義如何に つ い て 徹底的究明 の 必要あ り等 々 。

そ して 、結論で は、これ まで 日本は 「政治経済殖

産興業及び科学」な ど西洋文明の 物質的方面 に注

意を払 っ たが 、 西洋の 道徳的及 び精神的の 見解や

勢力に充分の 関心 を向け なか っ た こ と を指摘 し 、

明治維新の 『五箇条の ご誓文』（「旧来の 陋習を破 り、

天地の 公道に基づ くべ し」、「智識 を世界に求め大

い に綱紀 を振起す べ し」）を引用 しな が ら、 日本

の 真の 幸福は深 い 精神的生活及 び宇宙的真理や正

義の 上にそ の 基礎 をお くこ とが肝要で ある と主張、

国家主義的道徳の 樹立 よ りも世界主義、普遍 的真

理や 正義に立 つ こ との 重要性を訴えて い る 。

　そ こには 、 明治日本の 宗教的 リーダーよ りも遥

か に 鋭 く宗教 の 本質に ふ れ た発言 が あ り、 さら

に、天皇制国家の 下 、正 しい 国 家と個人 の あ り方

や 自我 と人権の 確立、近代的な道徳観 、 植民 地支
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天 皇制国 家とキリズF教一 厂三教会伺7周暫 をil1’ti・に一

配の 否定 、 偏狭なナ シ ョ ナ リ ズ ム の 否定など 、 す

ぐれた見識が披 瀝されて い る と言 える の で はな い

か 。 なお、ギ ュ
ーリ ッ ク は こ の 問題に 関 して 、ほ

か に 「内務省の 宗教的方針 に 関する卑見」（『太陽』

十 八巻五 号）、 『基督教の 社 会的及 び国家 的理 想』

（『六合雑誌」三 二 巻五 号）な どの 評論 を発表 して

い る 。

結びにか えて

　キ リ ス ト教界の三 教会同へ の 対応の特徴を煩 を

い とわずに要約すれ ば 、 彼 らは支配層が 「信教 の

自由」と政教分離を揚言 しつ つ 、国民道徳として

の 忠君愛国 、 臣民道徳 を翼 賛す る 「神仏基補完シ

ス テ ム」の 構築に何 ら疑念を抱か ずに簡単に組み

込 まれて い っ た とい うこ とで ある 。

　それ は国民道徳 （公） と宗教 （私）が 政教分離

の 考え方によ っ て 区別 され なが ら、近代 日本の 機

軸 た る 「国体」 （権力の 核心が 同時 に精神的機軸

となる〉の イデ オ ロ ギ ーを翼賛す る い わ ば 日本型

政教分離の 仕組み で もあ っ た 。 三 教会同は 、 宗教

の 真の 社会的役割や 、宗教 家が 真摯に 時代の 直面

する問題 を直視するた め の 「宗教間対話」の 促進

を図 っ た もの で は な い 。 そ の 意味で は 、ギ ュ
ー

リ
　　　　　　　　　　　 N　　ヘ　　モ　　s　　’　　N　　s

ッ クの 「建設的提議」はな い もの ね だ りに等し い

とい えよ う。 明治政府の 宗教利用 の 意図が よ く読

め なか っ た、明治日本の キ リ ス ト教界の指導者た

ちの 国家観や皇室観が あ らた め て 考察の 対象に な

ろ う。 そ して 、 よ り根本的 には 、 異質な思想で あ

るキリ ス ト教 の 受容 に際 して 、 彼 らが その なか で

生 まれ育 っ た、伝統的 な儒教的価値観との 原 理 的

対決が どこ まで 徹底 して 行 なわれ た の か 、とい っ

た 外来思 想受容の あ り方自体が 問われ る 問題で も

あ る 。

【注】

1）　 「六合雑誌 　発行 ノ 趣意」 『六合雑誌』 第 1号

　　 東京青年会　明治 13年 10月

2 ）　 「余 が 非戦論者とな り し由来」 『聖書之研 究』第

　　 56号 　1904 年 9 月　 『内村鑑 三 』現代 日本思

　　 想大系 5 所収、筑摩書房 1963

3）

4）

5）

6）

）7

8＞

「世界の平和 は 如何に して来る か」「聖書之研究」

第 134号　1911 年 9 月

『明治文化史』 6　 岸本英夫編　第 四章明治基

督教史　407 −408 頁 　原書房　昭和54 年

小崎弘道 『日本基督教史』（『小崎全集』第 2巻）

190−1頁　警醒社　昭和 13年10 月

「基督教 と戦争」 （一番町教会で の 演 説）『近代

日本 とキ リ ス ト教』明治編　久山康編　277 ・8

頁　基督教学徒兄弟団　昭和 36年

小原克博 「近代 日本 に お ける 『宗教間対話』
一

宗教概念の形成 と政教分離 を中心 に
一

」

『基督教研究』70 巻 1 号　同志社大学神学部基

督教研究会 　2008 年 6 月

床次 は東本願寺に対 してさまざまの手段 を弄 し

て 翻意 を促 したが成功 しな か っ た。真宗大谷派

の 表向きの反対理由は以下の 通 り で あ る 。 （1）「宗

教 の 歴 史、宗格、道徳 の 如何 を顧 み ず漫然 と し

て平等に 国家に結合 し、教育と提携せ し め ん と

す る は 頗 る 軽忽 た る を免れず」、（2）「宗教信仰

の 点 よ り云 へ ば、各自絶対な る もの に し て、毫

も他と調和提携す る の 余地 を有 せ ず 、 今回の 会

同の 如 きは 寧ろ宗教者 と し て 幾多 の 信者 に 疑惑

を与ふ るの み ならず、今正 に自覚せん としつ 》

ある国民の 信仰 心 に 迷 を与 ふるもの 也」 （『万朝

報』1912 年 2 月26 日）。 しか し、「真俗 二 諦」

を正統教義 と し、仏法 を真諦 （絶対的真理 ）、

王 法を俗諦 （相対的真理） として両者を原理的

に 分断 し、信仰 とこ の 世の 生 き方 を二 元化す る

真宗大谷派教団 は宗教勢 力 に よる天皇制国家へ

の翼賛構想 に 反対す る 姿勢 は もともとな い 。 忠

誠と反逆 との 関連で い えば、他の 宗教勢力 とは

別 の 方法で天皇制 へ の 忠誠の 調達に 協 力しよう

と す る姿勢が 顕著で あ る 。 そ れ で は 三教会同 の

開催に 反対す る本音 の 部分 は何か。神仏両教が

管長制度に よ っ て縛 ら れ、宗教活動が内務大 臣

の 許可を必要とす る の に対 し、キ リス ト教は そ

う した規制もな く、自由に 布教でき る こ と へ の

不満 や、伝統あ る仏教が 、「非公認 宗教」た る

キ リス ト教 と同 じ扱 い を受け る こ とへ の強 い 反

感が底流と して あ っ た と考え られ る 。 真宗十派

の うち、大谷派の ほ か 出雲寺派、誠照寺派、三

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 39
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謚 文

　

ラ

）

091

11）

12）

13 ）

門徒派 の 四 派が不参加 で あ っ た。なお、真宗 本

願寺派（西本願寺）は 三 教の 同一視 に は反対せ ず、

各管長 を集め て 内務省 が訓示を与 え る 必要 もな

い とい う立場を表明 した 。 そ の 他、日蓮 、真言、

天 台、 華厳の各宗派 は賛成で あ っ た。

『万朝報』「白髪内相」 1912 年 2 月26 日

「官憲 と 宗教 との 握手」『六 合雑誌』32 巻 3 号

59 −60頁　1912 年 3 月 1 日

「六 合雑誌』32巻 3号　93−94頁

床 次竹 二 郎 「三 教者会同に関す る私見」『六 合

雑誌』32巻 3号　40−45 頁

「俗 人の 宗教観」『聖害之研究』140 号　明治 45

年 3 月 10 日　また、内村 は 「変 らざるキ リス ト」

『聖 書之研究』 148号　大正元年 11月 10日にお

い て次 の ように 述 べ て い る。

「報徳宗 の 後 に 起 っ た者が 三 教会同 で あ っ た。
　 　 　 　 　 　 　 　 く しn〈　　 つ る 　 お う む　 　 　　 　 　 　 つ き あ

茲 に 日本国 に 於 て 孔雀 と鶴 と鸚鵡 との 羽 が 綴 合

は されて新 たに 麗鳥 が世 に 現 はれ し乎 の 如 き観

が あ っ た （中略〉、耶 に 非 ず仏に非 ず神道の 固
ろ う

陋 を破 て世界 に 向て膨張 せ し者、是 れが政 治家

の 手腕 に 由 て 日本人 に 提供 せ られ し新宗教 で あ

っ た。然 れども其運命は如何、一年後の 今日、

　 　 た　 れ

　 　 何人 が 三 教会 同 を口 に する乎 、三 教会 同 は
一

時

　　 の 遊戯 に 過 ぎな か っ た、麗鳥 と思 は れ し は 実 は
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ぬ え 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　か け ろう

　 　 怪 鳥 で あ っ た、鵺族 の
一

種 で あ っ た、蜉蝣 の 如
　 　 　 　 　 　 　 　 け　 ふ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　しま

　　 き者で あ っ た、今 日生 れて今日消 えて了 っ た」と。

　　 （引用は岩波版 『内村鑑三 全集』 19 よ り＞

14 ） 『六 合雑誌』32 巻 3 号　45 −53 頁　な お 、こ の

　　 一文は 「ジ ャ パ ン タ イ ム ス 』よ り抄訳 さ れ た も

　　 の で あ る 。

［付記］　本稿は NCC 宗 教研 究所 の機関誌 『出会 い 』

　　 15巻 3号 （通巻 59号）2010年 7 月発行 に掲載

　　 さ れ た 「『三 教会 同』 と 日本 の キ リス ト教」 を

　　 大幅 に 加 筆修正 したも の で あ る。同研究所 が主

　　 催 する連続講座 「日本 の キ リス ト教 を見直す
一

　　 内 と外 か ら」で 筆者 が講演 した 「政治 と社会 か

　　 ら見た 日本 の キ リス ト教
一

明治末期 に お け る 天

　　 皇制ナ シ ョ ナ リズ ム との 関連 を中心 に一」が 掲

　　 載原稿 の基 に な っ て い る。今回 リラ イ トする に

　 　 あたり、仏教教団の対応 に つ い て、本願寺史料

　　 研究所 の 近藤俊太郎 研究助手 か ら参考文献 を教

　　 えて い た だ い た 。

一
言、記 して 感謝 を申 し上 げ

　 　 たい 。
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